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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】令和2年11月19日(2020.11.19)

【公開番号】特開2019-70736(P2019-70736A)
【公開日】令和1年5月9日(2019.5.9)
【年通号数】公開・登録公報2019-017
【出願番号】特願2017-196911(P2017-196911)
【国際特許分類】
   Ｇ０３Ｇ   9/08     (2006.01)
   Ｇ０３Ｇ   9/087    (2006.01)
   Ｇ０３Ｇ   9/113    (2006.01)
   Ｇ０３Ｇ   9/10     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０３Ｇ    9/08     ３６５　
   Ｇ０３Ｇ    9/08     ３３１　
   Ｇ０３Ｇ    9/10     ３５１　
   Ｇ０３Ｇ    9/10     　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和2年10月6日(2020.10.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　トナーと、磁性キャリアを含む二成分系現像剤であって、
　該トナーが、非晶性樹脂、ワックス及びワックス分散剤を含むトナー粒子を有するトナ
ーであり、
　該ワックス分散剤がポリオレフィンにスチレンアクリル系ポリマーがグラフト重合して
いる重合体を有し、
　該スチレンアクリル系ポリマーは、シクロアルキル（メタ）アクリレート由来のモノマ
ーユニットを有し、
　該磁性キャリアは、磁性キャリアコア、及び該磁性キャリアコアの表面の樹脂被覆層を
有し、
　該磁性キャリアの表面粗さＲａが、０．２２０μｍ以下であり、
　該樹脂被覆層が、被覆用樹脂Ａ及び被覆用樹脂Ｂを含有し、
　該被覆用樹脂Ａが、脂環式の炭化水素基を有する（メタ）アクリル酸エステルモノマー
を含むモノマーの重合体であり、
　該被覆用樹脂Ｂが、極性基を有する（メタ）アクリル系モノマーを含むモノマーの重合
体であり、
　該樹脂被覆層中の該被覆用樹脂Ａの含有量が、該樹脂被覆層中の樹脂成分の質量を基準
として、１０質量％以上９０質量％以下であり、
　該樹脂被覆層中の該被覆用樹脂Ｂの含有量が、該樹脂被覆層中の樹脂成分の質量を基準
として、１０質量％以上９０質量％以下であることを特徴とする二成分系現像剤。
【請求項２】
　前記樹脂被覆層中の樹脂成分の酸価が、１．０ｍｇＫＯＨ／ｇ以上１０．０ｍｇＫＯＨ
／ｇ以下である請求項１に記載の二成分系現像剤。
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【請求項３】
　前記樹脂被覆層の７０℃以上１００℃以下の貯蔵弾性率（Ｇ’）の最小値が、７．０×
１０７Ｐａ以上１．０×１０９Ｐａ以下であり、
　前記樹脂被覆層の７０℃以上１００℃以下の損失弾性率（Ｇ”）の最小値が、１．０×
１０６Ｐａ以上１．０×１０８Ｐａ以下である請求項１又は２に記載の二成分系現像剤。
【請求項４】
　前記モノマーユニットが、シクロヘキシルアクリレート、シクロヘプチルアクリレート
、シクロオクチルアクリレート、シクロヘキシルメタクリレート、シクロヘプチルメタク
リレート、シクロオクチルメタクリレートからなる群から選択される少なくとも一種に由
来するモノマーユニットである請求項１～３のいずれか一項に記載の二成分系現像剤。
【請求項５】
　前記ワックスが、炭化水素系ワックスである請求項１～４のいずれか一項に記載の二成
分系現像剤。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　本発明は、トナーと、磁性キャリアを含む二成分系現像剤であって、
　該トナーが、非晶性樹脂、ワックス及びワックス分散剤を含むトナー粒子を有するトナ
ーであり、
　該ワックス分散剤がポリオレフィンにスチレンアクリル系ポリマーがグラフト重合して
いる重合体を有し、
　該スチレンアクリル系ポリマーは、シクロアルキル（メタ）アクリレート由来のモノマ
ーユニットを有し、
　該磁性キャリアは、磁性キャリアコア、及び該磁性キャリアコアの表面の樹脂被覆層を
有し、
　該磁性キャリアの表面粗さＲａが、０．２２０μｍ以下であり、
　該樹脂被覆層が、被覆用樹脂Ａ及び被覆用樹脂Ｂを含有し、
　該被覆用樹脂Ａが、脂環式の炭化水素基を有する（メタ）アクリル酸エステルモノマー
を含むモノマーの重合体であり、
　該被覆用樹脂Ｂが、極性基を有する（メタ）アクリル系モノマーを含むモノマーの重合
体であり、
　該樹脂被覆層中の該被覆用樹脂Ａの含有量が、該樹脂被覆層中の樹脂成分の質量を基準
として、１０質量％以上９０質量％以下であり、
　該樹脂被覆層中の該被覆用樹脂Ｂの含有量が、該樹脂被覆層中の樹脂成分の質量を基準
として、１０質量％以上９０質量％以下であることを特徴とする二成分系現像剤に関する
。
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